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  証券コード　3377
  平成24年2月10日

株 主 各 位  

 東 京 都 渋 谷 区 広 尾 一 丁 目 1 番 3 9 号

 株式会社アイケイコーポレーション
 代表取締役社長 加 藤 義 博

第14回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　このたびの東日本大震災により被災されました皆様には、心よりお
見舞い申しあげますとともに、被災地の一日も早い復興をお祈りいた
します。　
　さて、当社第14回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、
ご出席くださいますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ
ますので、後記の株主総会参考書類をご検討いただき、お手数ながら同封の議決
権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成24年2月27日午後6時30
分までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 平成24年２月28日(火曜日)午前10時
２．場 所 東京都渋谷区渋谷三丁目11番12号

東京自動車サービス健康保険組合会館４階　大講堂
(会場が昨年と異なっておりますので、末尾の「株主総会会場
ご案内図」をご参照くださいますようお願い申しあげます。)

３．会議の目的事項　
　 報 告 事 項 １．第14期(平成22年12月１日から平成23年11月30日まで)事

業報告および計算書類報告の件
　 　 ２．第14期(平成22年12月１日から平成23年11月30日まで)連

結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計
算書類監査結果報告の件

　 決 議 事 項  
　 第１号議案

第２号議案

第14期剰余金処分の件

当社と株式会社パーク王との吸収合併契約承認の件
　 第３号議案 定款一部変更の件
　 第４号議案 補欠監査役１名選任の件

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出
くださいますようお願い申しあげます。

◎なお、本株主総会招集ご通知添付の事業報告、連結計算書類、計算書類および
株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイ
ト(http://www.ikco.co.jp/)において掲載させていただきます。
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（提供書面）
 

事　業　報　告

（平成22年12月１日から
平成23年11月30日まで）

　
１．企業集団の現況

(１) 当連結会計年度の事業の状況
 

    ① 事業の経過およびその成果
当連結会計年度における我が国経済は、東日本大震災の影響による急

激な落ち込みから緩やかな回復傾向にあったものの、欧州財政不安によ
る世界経済の不安定要素の発生や長引く円高やデフレによる影響等、懸
念すべき問題も多く、依然として景気の先行きについては不透明な状況
が続いております。
当社グループが属するオートバイ業界におきましては、国内における

オートバイ保有台数は1,247万台(平成22年３月末現在、出所：一般社団
法人日本自動車工業会)といわれており全体として微減する傾向にありま
す。しかし、比較的市場価値の高い原付二種以上のオートバイの保有台
数は僅かながら増加しております。また、当社グループの主たる販売先
(出品先)である中古オートバイオークション市場において、平成23年３
月、４月は相場が一時的に不安定に推移したものの、５月以降は季節ト
レンドに沿って上昇傾向がみられました。
このような状況のもとで、当社グループは、「バイク王」をコアブラ

ンドとする中古オートバイ買取事業において、広告効果の課題抽出・改
善検証や出張買取成約率(※)の向上施策等を進めたものの、前年同期と
比べお申し込み件数が減少したため、販売台数が減少いたしました。　
一方で、上記のオークション相場の動向もあり、平均売上単価(一台当

たりの売上高)ならびに平均粗利額(一台当たりの粗利額)は前年と同水準
となりました。
その結果、売上高24,056,012千円(前年同期比0.8％増)、営業利益

802,558千円(前年同期比18.4％増)、経常利益862,964千円(前年同期比
22.4％増)、当期純利益441,670千円(前年同期比79.8％増)となりました。
なお、当社グループは、前連結会計年度(平成22年11月期)において事

業年度の末日を８月31日から11月30日に変更いたしました。このため、
当連結会計年度の経営成績に関する情報については、前年同期である平
成21年12月1日から平成22年11月30日までを比較対象としております。
　

  ※出張買取成約率：出張査定においてオートバイの査定金額をオート
バイユーザーに提示した際に取引成約に至る割合。

　
セグメントの業績は次のとおりであります。　

　
〔中古オートバイ買取事業〕

中古オートバイ買取事業に関しては、上記のとおり、販売台数が前年同
期に比べ減少し、平均売上単価ならびに平均粗利額は前年同期と同水準と
なりました。また、店舗展開につきましては、前連結会計年度と同様に、
一店舗当たりの効率性の向上を優先しており、新規の出店は行っておりま
せん。
以上の結果、直営店舗数は100店舗、セグメント間取引消去前の売上高

は21,513,747千円、経常利益は617,003千円となりました。
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〔オートバイ小売事業〕
オートバイ小売事業に関しては、新ブランド「バイク王ダイレクト

SHOP」を中心に、積極的な販売活動、小売販売店のブランディング強化を
実施するとともに、将来的な店舗展開を視野に入れた店舗パッケージの検
証目的に、２店舗を新規出店するとともに４店舗を閉鎖しております。
以上の結果、直営店舗数は９店舗(小売販売店：８店舗、パーツ販売店：

１店舗)、セグメント間取引消去前の売上高は3,964,062千円、経常利益は
269,277千円となりました。

　
〔オートバイ駐車場事業〕

子会社「株式会社パーク王」にて展開するオートバイ駐車場事業におい
て、引き続き採算性を重視した事業地開発を実施することで、事業地開発
と損益のバランスのとれた事業展開に努めてまいりました。その結果、
236車室を新規に開設するとともに、146車室を閉鎖しており、車室数は
2,015車室となりました。
以上の結果、セグメント間取引消去前の売上高は644,741千円、経常損

失は23,316千円となりました。
　

  ② 設備投資の状況
当連結会計年度において実施した設備投資等の総額は362,440千円であり、

その主な内訳について報告セグメント別に示すと、以下のとおりでありま
す。

　
〔中古オートバイ買取事業〕

買取販売店に係る車両運搬具等 　　　　　　　　　　  101,622千円
無形固定資産(ソフトウエア)  　                      67,257千円
物流センター新設に係るリース資産等　　　　　　　　　67,011千円
買取販売店の移転等に係る敷金・保証金　　　　　　　 　3,797千円
　

〔オートバイ小売事業〕
小売販売店の新規出店に係る敷金・保証金      　　　  16,200千円
小売販売店に係る建物付属設備等　　　　　　　　　　　58,308千円
無形固定資産(ソフトウエア)  　　　　　　　　　　　　 5,580千円
　

〔オートバイ駐車場事業〕
時間貸事業地等の新設に係る敷金・保証金　 　　　　　　2,585千円
時間貸事業地等に係る構築物等　　　　　　　　　　　　 2,140千円
リース資産　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37,936千円

  ③ 資金調達の状況
該当事項はありません。
　

  ④ 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況
該当事項はありません。
　

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。
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⑥ 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継
の状況

該当事項はありません。
　

⑦ 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況
  当社は、株式会社ジャパンバイクオークションとの業務・資本提携にとも
ない、平成23年４月７日付で同社株式2,240株(発行済株式総数の30.0％)を
268,800千円で取得いたしました。
　上記にともない、株式会社ユー・エス・エスの神戸オークション会場にお
いて、株式会社ジャパンバイクオークションがバイクオークション事業を開
始し、当社は流通コスト削減のため、神戸物流センターを開設いたしました。

　
(２) 直前３事業年度の財産および損益の状況

① 企業集団の財産および損益の状況

区 分
第11期

(平成21年8月期)
第12期

(平成22年8月期)
第13期

(平成22年11月期)
第14期

(平成23年11月期)

売 上 高
(千円)

23,502,365 24,176,839 5,412,047 24,056,012

営 業 利 益 又 は
営 業 損 失 ( △ )

(千円)
646,542 708,308 △299,263 802,558

経 常 利 益 又 は
経 常 損 失 ( △ )

(千円)
671,941 732,344 △297,972 862,964

当 期 純 利 益 又 は
当 期 純 損 失 ( △ )

(千円)
251,257 312,484 △244,414 441,670

１ 株 当 た り 当 期
純 利 益 又 は 当 期
純 損 失 ( △ )

(円)

1,643.75 2,123.24 △1,686.89 3,195.99

総 資 産
(千円)

6,350,850 6,402,711 5,932,629 6,371,731

純 資 産
(千円)

4,728,568 4,647,759 4,162,326 4,384,119

１ 株 当 た り 純
資 産 額 ( 円 )

30,460.54 31,386.03 29,288.34 31,764.99

 (注)１．記載金額は千円未満を切捨て、「１株当たり当期純利益又は当期純損
失」および「１株当たり純資産額」は小数点以下第２位未満をそれぞれ
四捨五入して表示しております。

　　　　 また、期中平均発行株式数については、自己株式数を控除して算出し
ております。

     ２．第13期より事業年度の末日を８月31日から11月30日に変更いたしまし
た。これにともない第13期連結会計年度は平成22年９月１日から平成22
年11月30日の３ヶ月となります。

     ３．第14期の損益の状況につきましては、「１．企業集団の現況(１)当連
結会計年度の事業の状況」に記載したとおりであります。　
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② 当社の財産および損益の状況

区 分
第11期

(平成21年8月期)
第12期

(平成22年8月期)
第13期

(平成22年11月期)
第14期

(平成23年11月期)

売 上 高
(千円)

23,108,357 23,679,815 5,274,067 23,411,985

営 業 利 益 又 は
営 業 損 失 ( △ )

(千円)
667,722 706,220 △289,592 831,102

経 常 利 益 又 は
経 常 損 失 ( △ )

(千円)
706,313 774,520 △279,707 918,670

当 期 純 利 益 又 は
当 期 純 損 失 ( △ )

(千円)
109,321 319,996 △245,047 446,486

１ 株 当 た り 当 期
純 利 益 又 は 当 期
純 損 失 ( △ )

(円)

715.19 2,174.29 △1,691.25 3,230.84

総 資 産
(千円)

6,184,284 6,182,820 5,664,638 6,138,706

純 資 産
(千円)

4,720,912 4,648,054 4,159,110 4,387,081

１ 株 当 た り 純
資 産 額 ( 円 )

30,410.46 31,388.05 29,265.70 31,786.48

 (注)１．記載金額は千円未満を切捨て、「１株当たり当期純利益又は当期純損
失」および「１株当たり純資産額」は小数点以下第２位未満をそれぞれ
四捨五入して表示しております。

　　　　 また、期中平均発行株式数については、自己株式数を控除して算出し
ております。

     ２．第13期より事業年度の末日を８月31日から11月30日に変更いたしまし
た。これにともない第13期事業年度は平成22年９月１日から平成22年11
月30日の３ヶ月となります。
  

(３) 重要な親会社および子会社の状況
① 親会社の状況
 該当事項はありません。
　

② 重要な子会社の状況

 会社名 資本金 当社の出資比率 主要な事業内容

 株式会社
パーク王 

80,000千円 100.0％
駐車場装置・駐車設備機器
の開発・製造・販売、駐車
場の管理等

(注) 子会社SIAM IK CO., LTDにつきましては、平成23年９月30日を解散日とし、
期末日現在清算手続中であります。
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(４) 対処すべき課題

  当社グループは長期的な成長を見込み、確実に経営戦略を遂行していくた
め、以下の課題について対処してまいります。

　
 ① 積極的且つ効率的な広告宣伝活動について
    広告宣伝活動は当社グループのビジネスモデルの起点であり、顧客獲得の

ための必須要素となっています。また、オートバイ買取業界においては、
認知度の向上が競争優位の獲得につながります。このため当社グループで
は、顧客獲得、オートバイ買取業界の認知度および企業認知度の向上、ま
たコアブランド「バイク王」のブランディング等を念頭に積極的な広告宣
伝活動を展開してまいりました。

  　この結果、「バイク王」についてはある程度の認知度を獲得できたものと
考えております。しかしながら、売上高に占める広告宣伝費の割合に増加
傾向がみられ、この点の解消が今後の事業展開における課題になるものと
考えております。

　　したがって、今後の広告宣伝活動では、引き続き顧客獲得のために積極的
な資金投下を進めるだけでなく、従来の広告出稿方法の精査・見直しによ
ってコストを削減し、広告宣伝活動の効率化および 適化を図ってまいり
ます。
　

 ② 顧客層の拡大について
　　当社グループは従来の広告活動に留まらず、より戦略的なマーケティング

のもと、オートバイ小売事業等の他事業とのグループシナジーの視点等に
より顧客層の拡大を図ってまいります。
　

 ③ オートバイの販売価格について
　　当社グループはオートバイオークション運営会社を介した販売を主として

行っております。
　　そのため、オークション相場が当社の業績に大きく影響します。
　　オークションでは需給バランスにより落札単価が決定されますが、国内外

の経済動向の変化や為替変動等によってオークション相場が下落するよう
な状況においても、当社の販売価格を維持することが課題と認識しており
ます。

　　このため、上記の課題を念頭に、当社グループは、オートバイ整備体制の
強化等による質の向上、適時適切なオークション会場への出品等により、
当社の販売価格の向上を図ってまいります。
　

 ④ オートバイの買取価格について
　　当社グループはオークション相場をデータベース化し、それに連動して買

取価格を決定しておりますが、国内外の経済動向の変化や為替変動等によ
ってオークション相場が下落するような状況においても、当社の粗利額を
確保することが課題と認識しております。

　　このため、上記の課題を念頭に、当社グループは、適正な粗利額の確保
として買取価格のコントロールを図るとともに、買取価格の見直しにより
買取成約率等の低下を招かぬよう、買取価格と顧客満足度の適正なバラン
スを維持してまいります。
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 ⑤ 店舗展開等の効率化について
　　当社グループでは、広告メディアを通じての広告宣伝活動とともに多店舗

展開による露出機会の増加によって「バイク王」の認知度向上を図ること、
また商圏細分化によって業務効率の向上(出張買取距離の短縮化等)を図る
こと等を当初の目的として多店舗展開を推進してまいりました。この結果、
「バイク王」は平成21年８月の「バイク王小平店」(東京都小平市)の出店
をもって全国40都道府県100店舗展開となりましたが、店舗数の増加等にと
もない採算性の低い店舗および商圏の重複する店舗等がみられるようにな
りました。

　　今後は、そのような店舗等の移転・閉鎖を進めるとともに、物流センタ
ーの統廃合による配送費等の削減およびオートバイ小売事業との連動を念
頭に置いた流通網の再構築等を進めることによる全体 適化を目指し、店
舗展開等の効率化を図ってまいります。
　

 ⑥ オートバイ小売事業の展開について
　　当社グループでは、オートバイユーザーとの新たな接点を生むオートバイ

小売事業を、中古オートバイ買取事業に次ぐ新たな収益の柱であると位置
づけております。現在、オートバイ小売事業は、「バイク王ダイレクト
SHOP」の将来的な展開を視野に入れた標準店舗パッケージの出店・検証を
進めております。また、店舗の大型化、排気量構成・商品ラインナップの
充実およびこれを補完する迅速な商品供給体制の構築等を推進し、幅広い
顧客層への訴求を図ってまいります。
　

 ⑦ オートバイ駐車場事業の展開について
　　近年、オートバイの駐車取り締まり強化・駐車場不足が社会問題として指

摘されており、快適にオートバイを利用できる環境整備は、今後のオート
バイ市場の発展に重要な課題であると認識しております。

　　当社グループは、オートバイ駐車場事業を長期的なビジネスチャンスと
捉えておりますが、事業そのものが業界における新サービスであることを
踏まえ、収益性の確保に努め、事業地開発に取り組むほか、マーケットの
動向を踏まえ慎重に業績の拡大を図ってまいります。
　

 ⑧ 管理体制の充実・強化、人財(※)育成の強化について
　　当社グループは新たな事業領域の開拓や規模の拡大を進めており、当社グ

ループの管理および業務フローが正しく維持・適用されるように、管理体
制全般の点検を継続的に実施し、内部管理体制の改善を図ってまいります。

　　また、外部環境の変化への対応、今後における一層の営業力強化等を目
的に、教育研修制度および人事制度の拡充を図り、従業員個々の能力開発
および管理職のマネジメント能力向上等、人財育成の強化に取り組んでま
いります。
　
※人財：当社グループでは、 も重要な経営資源が「ヒト」である、と

の考えに基づき、一般的な用語である「人材」ではなくあえて
「人財」を用いております。
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 ⑨ 良好なオートバイ環境への取り組みについて
　　現在、オートバイの放置車輌、不法投棄等の様々な環境問題が生じており、

オートバイ業界の課題として挙げられています。当社グループは、中古オ
ートバイ買取販売の認知度を一層向上させ、オートバイユーザーにリユー
スを促し、資源再利用による循環型社会形成に貢献してまいります。

　　また、違法駐車の軽減等、環境問題改善へのソリューションを積極的に
推進し、良好なオートバイ環境の確保に努めてまいります。
　

(５) 主要な事業内容(平成23年11月30日現在)

 ① 中古オートバイ買取事業
(ⅰ) 中古オートバイ買取販売

テレビ・WEB・ラジオ・雑誌等の各広告媒体を通じてオートバイユ
ーザーに対し広告活動を展開することで、査定および買取を誘引し、
オートバイの買取・仕入を行っております。これらのオートバイは、
オートバイオークションを介して業者に、または直接業者に対して販
売しております。　

　
(ⅱ) 海外取引

海外取引(オートバイ輸出販売等)として、「moto-ik」ブランドに
て新たな販路の獲得のために各国のニーズに応じた海外マーケットで
のビジネスの可能性を模索しております。

　
 ② オートバイ小売事業

(ⅰ) オートバイ小売販売
主に「バイク王」においてオートバイユーザーから買取を行った中

古オートバイを、直接、直営の小売販売店もしくはWEBを通じてオー
トバイユーザーに小売販売しております。

　
(ⅱ) パーツ販売

オートバイの買取を行い、市場に流通させる前の車輌整備時におい
て発生するオートバイ専用のパーツをパーツオークション会場を通じ
て業者に販売する、もしくは直営のパーツ販売店やWEBを通じて新品
パーツとあわせてオートバイユーザーに販売しております。

　
 ③ オートバイ駐車場事業
　　オートバイ駐車場事業を営む子会社「株式会社パーク王」(当社出資比率

100%)は、オートバイの利点を活かして自動車の駐車場としては利用するこ
とができない狭小地等の有効利用を推進するとともに、駐車場装置・駐車
設備機器の開発・製造・販売、駐車場の管理等を行っております。
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(６) 主要な事業所(平成23年11月30日現在)

名 称 所 在 地

当

 

 

社

 
　
 

本 社 東京都渋谷区

インフォメーションセンター 埼玉県さいたま市大宮区

第二インフォメーションセンター 秋田県秋田市

筑 波 物 流 セ ン タ ー 茨城県つくば市

柏 物 流 セ ン タ ー 千葉県柏市

さ い た ま 物 流 セ ン タ ー 埼玉県さいたま市桜区

横 浜 物 流 セ ン タ ー 神奈川県横浜市港北区

名 古 屋 物 流 セ ン タ ー 愛知県名古屋市守山区

神 戸 物 流 セ ン タ ー 兵庫県神戸市中央区

福 岡 物 流 セ ン タ ー 福岡県糟屋郡

買取

販売

店　

北 海 道 ・ 東 北 エ リ ア 宮城県仙台市泉区等８店舗

関 東 エ リ ア 埼玉県さいたま市北区等45店舗

信 越 ・ 北 陸 エ リ ア 新潟県新潟市中央区等３店舗

東 海 エ リ ア 愛知県名古屋市守山区等10店舗

近 畿 エ リ ア 大阪府大阪市東住吉区等18店舗

中 国 ・ 四 国 エ リ ア 広島県広島市南区等８店舗

九 州 ・ 沖 縄 エ リ ア 福岡県福岡市博多区等８店舗

小売

販売

店　

東 北 エ リ ア 　宮城県仙台市泉区

関 東 エ リ ア 　神奈川県相模原市南区等３店舗

東 海 エ リ ア 　愛知県名古屋市港区等２店舗

近 畿 エ リ ア 　兵庫県伊丹市

九 州 エ リ ア 　福岡県糟屋郡

パ ー ツ 販 売 店 東京都板橋区

㈱パーク王 本 社 東京都渋谷区
　

(７) 使用人の状況(平成23年11月30日現在)

① 企業集団の使用人の状況　

セグメントの名称 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

中 古 オ ー ト バ イ 買 取 事 業     803名　  18名減

オ ー ト バ イ 小 売 事 業     101名　 　　―

オ ー ト バ イ 駐 車 場 事 業       7名　  １名増

合         計     911名　  17名減

 (注) 正規使用人のみで派遣社員・パートタイマーは含んでおりません。　　
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② 当社の使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

904名 18名減 30.7歳 4.5年

 (注) 正規使用人のみで派遣社員・パートタイマーは含んでおりません。
　

(８) 主要な借入先の状況(平成23年11月30日現在)

会　社　名 借　入　先 　　借入金残高

株式会社パーク王

株式会社三菱東京UFJ銀行 　　　168,000千円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 　　　 70,000千円

　計 　　　238,000千円

 (注) 株式会社パーク王の金融機関からの借入(238,000千円)およびリース取引
(78,671千円)について、当社が債務保証を行っております。

　
(９) その他企業集団の現況に関する重要な事項

 該当事項はありません。
 

２．会社の現況

(１) 株式の状況(平成23年11月30日現在)
① 発行可能株式総数　　　　　　　普通株式　　600,000株
② 発行済株式の総数 　　　　　　 普通株式　  152,856株

 (自己株式15,000株を含む)　
③ 株主数 　   　　　　　 　　　　　　　　　   2,454名
④ 大株主(上位10名) 

株 主 名 持  株  数 持株比率

石 川 秋 彦 39,229 株 28.5 ％

加 藤 義 博 31,590 22.9 

㈲ ケ イ 9,000 6.5 

㈱ ユ ー ・ エ ス ・ エ ス 7,733 5.6 

石　　　　　川　　　　　ゆ　　か　　り 4,289 3.1 

アイケイコーポレーション従業員持株会 3,628 2.6 

加 藤 信 子 2,940 2.1 

松 山 太 河 2,659 1.9 

三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱ 1,630 1.2 

メロン バンク エヌエー トリーテイー　
クライアント オムニバス

1,500 1.1 

 (注) １．当社は、自己株式を15,000株保有しておりますが、上記大株主から
は除外しております。

      ２．持株比率は自己株式数を控除して計算しております。　
      ３．持株比率は小数点以下第１位未満を四捨五入して表示しております。
　

⑤ その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。
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 (２) 新株予約権等の状況
 ① 当事業年度の末日に当社役員が保有している職務執行の対価として交

付された新株予約権の状況
該当事項はありません。　

　
 ② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予

約権の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　
該当事項はありません。

　
 ③ その他新株予約権等に関する重要な事項

該当事項はありません。
　

３．会社役員の状況

(１) 取締役および監査役の状況(平成23年11月30日現在)

会社における地位 氏　　名 担当および重要な兼職の状況

代表取締役会長 石 川 秋 彦  内部監査室・業務サポート室・教育研修室管掌

代表取締役社長 加 藤 義 博
 企画本部管掌
 ゲンダイエージェンシー㈱社外取締役

取 締 役 副 社 長 大 谷 真 樹
 営業本部管掌
 ㈱パーク王代表取締役社長

取 締 役 山 縣 　 俊
 管理本部管掌
 ㈱パーク王取締役

取 締 役 産 形 昭 夫  

常 勤 監 査 役 増 渕 洋 吉  

監 査 役 諏 訪 　 浩  

監 査 役 山 口 達 郎  ストロベリージャム㈱社外監査役

 (注) １．取締役産形昭夫氏は、社外取締役であります。
２．監査役諏訪浩氏および山口達郎氏は、社外監査役であります。
３．監査役諏訪浩氏は、大手金融機関の審査部に所属し、長年に亘り、多
くの企業の経理・財務の分析・研究に従事した経験を有しており、会
計・企業財務に関する相当程度の知見を有しております。　

４．当社は、取締役産形昭夫氏および監査役諏訪浩氏を東京証券取引所の
定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

５．代表取締役社長加藤義博は、ゲンダイエージェンシー㈱の社外取締役
を兼職しております。なお、ゲンダイエージェンシー㈱と当社との間に
は、資本・取引関係はありません。

　
(２) 事業年度中に退任した取締役および監査役
   該当事項はありません。
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(３) 取締役および監査役の報酬等の総額

 区　　　　分 支給人員  報酬等の額

 取　　締　　役

 (うち社外取締役)

５名

 (１名)

152,700千円

(4,500千円)

 監　　査　　役

 (うち社外監査役)

３名

 (２名)

 15,000千円

(7,800千円)

 合　　　　　計

 (うち社外役員)

８名

 (３名)

167,700千円

 (12,300千円)

 (注) １．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれてお
りません。  

２．取締役の報酬限度額は、平成17年11月29日開催の第７回定時株主総会
において年額200,000千円以内と決議いただいております。

３．監査役の報酬限度額は、平成13年10月20日開催の第３回定時株主総会
において年額20,000千円以内と決議いただいております。
　

(４）社外役員に関する事項
  ① 他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況および当社と当該

他の法人等との関係
　　該当事項はありません。

  ② 他の法人等の社外役員等としての重要な兼任の状況および当社と当該
他の法人等との関係

   監査役山口達郎氏は、ストロベリージャム㈱の社外監査役であります。
ストロベリージャム㈱と当社の間には取引関係はありません。

  ③ 責任限定契約の内容の概要
   当社と社外取締役および各社外監査役は、会社法第423条第１項の損
害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償の限
度額は法令が規定する額を限度額としております。
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  ④ 当事業年度における主な活動状況

地 位 氏 名 主な活動状況 

 社外取締役  産形昭夫

 平成23年２月24日就任以降に開催の取締役会
17回中17回に出席し、取締役会の意思決定の
妥当性・適正性を確保するための助言・提言
を行っております。

 社外監査役  諏訪　浩

 当事業年度開催の取締役会22回中21回に出席
し、報告事項や決議事項について適宜質問す
るとともに、必要に応じ意見を述べておりま
す。
当事業年度開催の監査役会17回中16回に出席

し、内部統制等について適宜、必要な発言を
行っております。

 社外監査役  山口達郎

 当事業年度開催の取締役会22回中21回に出席
し、報告事項や決議事項について適宜質問す
るとともに、必要に応じ意見を述べておりま
す。

当事業年度開催の監査役会17回中17回に出席
し、内部統制等について適宜、必要な発言を
行っております。

 
４.会計監査人の状況

(１) 名称　有限責任監査法人トーマツ　
　

(２) 報酬等の額

 報酬等の額

・当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 37,800千円

・当社および子会社が会計監査人に支払うべき金
銭その他の財産上の利益の合計額

37,800千円

 (注) 当社と会計監査人との間の監査契約におきまして、「会社法」に基づく監
査と「金融商品取引法」に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分してお
らず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬
等の額には合計額を記載しております。

　
(３) 非監査業務の内容

 該当事項はありません。
　
(４) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

   当社は、会計監査人の解任または不再任の決定の方針は、特に定めてお
りません。

　
(５) 責任限定契約の内容の概要　

   該当事項はありません。　
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５．業務の適正を確保するための体制
   当社は、業務の適正を確保するための体制の整備について以下のとおり定め、
内部統制システムの整備・運用を推進し、リスクマネジメントを行なっていく。

   また、代表取締役社長を 高責任者とした内部統制委員会を設置し、当社グ
ループの横断的なリスクマネジメントおよび内部統制システムの整備・運用を
推進する。
　

  (１) 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確
保するための体制

  ① アイケイコーポレーショングループ企業行動憲章およびコンプライアン
ス規程を制定し、当社グループの取締役および従業員は法令・定款およ
び当社グループの規程・規則等ならびに社会規範を遵守して事業活動を
行なう。また内部統制委員会コンプライアンス部会を設置し、当社グル
ープのコンプライアンスを推進する。

  ② 取締役は、取締役会の決定に基づき、各取締役の業務分担に応じた業務
を執行し、その状況を取締役会に報告する。

  ③ 会社情報開示については、内部統制委員会情報開示部会において、情報
開示の基本方針、開示手順等を定め、情報の適正性・適時性および公正
性を確保する。

  ④ 内部監査部門として内部監査室を設け、業務監査、個人情報監査、内部
統制の整備・運用状況の有効性評価等を実施し、コーポレート・ガバナ
ンスの強化に向けた取組みを支援する。 

  ⑤ コンプライアンスに関する相談窓口として、内部通報制度を設ける。内
部通報制度の情報受領者は、社内のホットライン部会、第三者機関であ
る弁護士および通報制度受付窓口の専門会社とし、従業員等からの通報
により組織的または個人に関わる法令に違反するおそれのある事由等の
未然防止に取り組む。

  ⑥ 監査役は、株主の負託を受けた独立の機関として取締役の職務の執行を
監査することにより、企業の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼
に応える良質な企業統治体制を確立する。
　

  (２) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制整備
    取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理規程に基づき保存
媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存、管理することとし、
定められた保存期限内は閲覧可能な状態を維持することとする。

　
  (３) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

  ① 損失の危険の管理については、リスク管理規程を定め、内部統制委員会
がグループの横断的なリスクマネジメントを行ない、発生の未然防止・
低減に努める。また取締役または各部署の業務責任者が業務上のリスク
マネジメントを行ない、発生の未然防止・低減に努める。

  ② 重大なリスクが発生した場合は、緊急対策本部を設置し損害の拡大防止、
被害の 小化を図る。
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  (４) 取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制 
  ① 取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制と

して、取締役会を月一回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に
開催するものとし、取締役会規程および取締役会付議事項を定め、取締
役会が決定すべき事項を明確にする。 

  ② 当社グループの経営方針および経営戦略に関わる重要事項については事
前に当社業務執行取締役ならびに本部長および副本部長によって構成さ
れるグループ経営会議において審議し、その審議を経て取締役会に上程
する。

  ③ 取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、業務分掌規程
において、それぞれの責任者およびその責任、執行手続きの詳細につい
て定める。　
　

  (５) 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するため
の体制 

  ① 子会社の経営の自主性を尊重しつつ、グループ経営の適正化および効率
化に資するため、アイケイコーポレーショングループ企業行動憲章、コ
ンプライアンス規程および内部通報制度を遵守し、当社グループの業務
の適正を確保する体制を整備する。

  ② 当社の取締役が子会社の取締役を兼務し、経営のモニタリングを行ない
ガバナンスの強化を図るとともに、子会社管理規程を制定し当社に報告
すべき事項を定める。

  ③ 内部監査室は子会社について経営方針、諸規程、業務マニュアル等に準
拠した業務が行なわれているかを監査する。

  ④ 取締役は当社グループにおいて法令違反その他コンプライアンスに関す
る重要な事実を発見した場合は、監査役会に報告する。

    また、監査役は当社の取締役に対し意見を述べるとともに、改善策を
求めることができる。

　
  (６) 監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役か

らの独立性に関する事項
　  監査役会が職務を補助すべき使用人を求めた場合は、監査役の職務を

補助すべき使用人として、当社の使用人から監査役補助者（監査役補助
使用人）を任命することとする。監査役補助者の評価は監査役会が行な
い、監査役補助者の任命、解任、人事異動、賃金等の改定については監
査役会の同意を得た上で取締役会が決定することとし、取締役からの独
立を確保する。
　

  (７) 取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への
報告に関する体制および監査役の監査が実効的に行われることを確保する
ための体制

  ① 取締役および使用人は、法定の事項に加え、当社およびグループ各社に
重大な影響を及ぼすおそれのある事項、内部監査の実施状況、不正行為
や重要な法令違反ならびに定款違反行為、内部通報制度による通報状況
等、その他重要な事項等を速やかに監査役に報告する。

  ② 監査役は、取締役会の他、グループ経営会議等の重要な会議に出席する
とともに、主要な稟議書、その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、
必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めることができる。

  ③ 監査役は、内部監査室および会計監査人と情報交換に努め、連携して当
社およびグループ各社の監査の実効性を確保する。
 

６．会社の支配に関する基本方針
 当社は、会社の財産および事業の方針の決定を支配する者のあり方に関す
る基本方針は、特に定めておりません。
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連結貸借対照表
（平成23年11月30日現在）

(単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

商 品

貯 蔵 品

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

車 両 運 搬 具

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

そ の 他

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

敷 金 ・ 保 証 金

そ の 他

4,587,689

2,925,073

287,994

997,008

23,019

239,371

53,049

64,930

△2,757

1,784,041

784,456

474,711

47,780

207,655

2,044

52,264

149,590

138,676

10,914

849,994

265,837

46,388

531,243

6,524

流 動 負 債 1,664,815

買 掛 金 75,996

短 期 借 入 金 238,000

リ ー ス 債 務 54,770

未 払 金 617,500

未 払 法 人 税 等 175,780

店舗閉鎖損失引当金 15,819

商 品 保 証 引 当 金 4,701

資 産 除 去 債 務 17,968

そ の 他 464,278

固 定 負 債 322,796

リ ー ス 債 務 123,490

資 産 除 去 債 務 182,132

そ の 他 17,173

負 債 合 計 1,987,611

純 資 産 の 部

株 主 資 本 4,378,995

資 本 金 585,650

資 本 剰 余 金 605,272

利 益 剰 余 金 3,583,882

自 己 株 式 △395,810

新 株 予 約 権 5,124

純 資 産 合 計 4,384,119

資 産 合 計 6,371,731 負 債 ・ 純 資 産 合 計 6,371,731

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書

（平成22年12月１日から
平成23年11月30日まで）

 　 （単位：千円）

科　　　　　目 金　　　　 額

売 上 高  24,056,012

売 上 原 価  11,218,098

売 上 総 利 益  12,837,913

販売費及び一般管理費  12,035,355

営 業 利 益  802,558

営 業 外 収 益   

受 取 利 息 及 び 配 当 金 1,567  

クレジット手数料収入 30,320  

助 成 金 収 入 34,720  

自 動 販 売 機 収 入 11,893 　

雑 収 入 32,472 110,974

営 業 外 費 用   

支 払 利 息 11,630  

支 払 手 数 料 1,866  

持分法による投資損失 36,167  

雑 損 失 903 50,567

経 常 利 益  862,964

特 別 利 益   

固 定 資 産 売 却 益 3,588 　

貸 倒 引 当 金 戻 入 益 683 　

移 転 補 償 金 36,000 40,272

特 別 損 失   

固 定 資 産 除 却 損 12,708  

固 定 資 産 臨 時 償 却 費 48,193  

固 定 資 産 売 却 損 199  

減 損 損 失 61,216  

店舗閉鎖損失引当金繰入額 16,981  

そ の 他 9,066 148,365

税金等調整前当期純利益  754,871

法人税、住民税及び事業税 157,345  

法 人 税 等 調 整 額 155,855 313,201

少数株主損益調整前当期純利益  441,670

当 期 純 利 益  441,670

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

（平成22年12月１日から
平成23年11月30日まで）

  （単位：千円）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成22年11月30日残高 585,650 605,272 3,267,559 △297,591 4,160,890

連結会計年度中の変動額                     

剰余金の配当         △125,347     △125,347

当期純利益         441,670     441,670

自己株式の取得             △98,218 △98,218

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動
額（純額）

                ―

連結会計年度中の変動額
合計    － － 316,322 △98,218 218,104

平成23年11月30日残高 585,650 605,272 3,583,882 △395,810 4,378,995

　
その他の包括利益累計額

新株予約権
　

純資産合計
　

為 替 換 算
調 整 勘 定

その他の包括利
益累計額合計

平成22年11月30日残高 1,363 1,363 73 4,162,326

連結会計年度中の変動額 　 　         

剰余金の配当 　 　     △125,347

当期純利益 　 　     441,670

自己株式の取得 　 　     △98,218

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動
額（純額）

△1,363 △1,363 5,051 3,688

連結会計年度中の変動額
合計

△1,363 △1,363 5,051 221,792

平成23年11月30日残高 － － 5,124 4,384,119

(注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表
　
１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記　

(１) 連結の範囲に関する事項　
① 連結子会社の数 １社
　連結子会社の名称 株式会社パーク王
② 主要な非連結子会社の名称等　　SIAM IK CO.,LTD.
　非連結子会社は小規模であり、総資産、売上高、当期純損益（持分に見
合う額）および利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書
類に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外しております。
　

(２) 持分法の適用に関する事項
① 持分法を適用した非連結子会社の数　１社

非連結子会社の名称　　　　　SIAM IK CO.,LTD.
② 持分法を適用した関連会社の数　　　１社

関連会社の名称　　　　　　　株式会社ジャパンバイクオークション　
  当連結会計年度において、株式会社ジャパンバイクオークションの株
式を新たに取得したため、持分法適用の範囲に含めております。

③ 持分法適用会社については、決算日が連結決算日と異なるため、持分法
の適用に際しては、連結決算日直前の当該会社の四半期会計期間に係る
四半期財務諸表を使用しております。　

　　
(３) 連結子会社の事業年度に関する事項

連結子会社の事業年度の末日は連結決算日と一致しております。
　

(４) 会計処理基準に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産
商 品   個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法）を採用しております。
　

貯蔵品  終仕入原価法による原価法を採用しております。
　

② 固定資産の減価償却の方法
（イ）有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法によっております。ただし、建物（建物付属設備は除く）
については定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 ３～22年
車両運搬具 ２～６年
その他 ２～18年

（ロ）無形固定資産（リース資産を除く）
　定額法によっております。
　なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（３～５年）に基づく定額法によっております。
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 (ハ) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産につ

いては、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
を採用しております。

なお、リース取引開始日が平成20年８月31日以前の所有権移転
外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借
取引に係る方法に準じた会計処理を採用しております。
 

③ 引当金の計上基準
（イ）貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒
実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収
可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
　

（ロ）店舗閉鎖損失引当金
　将来の閉鎖が見込まれる物流拠点等について、今後発生する閉
鎖に伴う損失に備えるため、合理的に見込まれる発生見込額を計
上しております。

　
（追加情報）
　当連結会計年度において、今後の退店による中途解約違約金等の
発生が新たに見込まれることとなったため、当該退店関連損失を店
舗閉鎖損失引当金として計上しております。
　これにより、税金等調整前当期純利益は15,819千円減少しており
ます。
　

（ハ）商品保証引当金
当社が販売した商品のアフターサービスに対する費用支出に備

えるため、過去の実績に基づき発生見込額を計上しております。
　

（追加情報）
  当社は、従来、商品の無償保証期間中の修理費用については、修
理作業等の発生時の費用として計上していましたが、無償修理費用
の金額的重要性が増したこと、および将来の修理費用を合理的に見
積もる体制が整備されたことから、当連結会計年度より、過去の支
出実績を基礎として算出した発生見込額を商品保証引当金として計
上しております。
　これにより、売上総利益・営業利益・経常利益及び税金等調整前
当期純利益はそれぞれ4,701千円減少しております。
　　

④ その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項
（イ）消費税等の会計処理

税抜方式によっております。
　
（ロ）当連結会計年度より「会社計算規則の一部を改正する省令」（平

成22年法務省令第33号）を含む改正後の会社計算規則に基づき、
連結計算書類を作成しております。
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２．連結貸借対照表に関する注記 
有形固定資産の減価償却累計額 1,215,286千円

　
３．連結損益計算書に関する注記

減損損失
　当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減
損損失を計上しております。

用 途 場 所 種 類
減 損 損 失

(千円)

事業用資産

水戸店他

（16事業地

他１式）

リース資産 28,758

建物及び構築物他 19,606

ソフトウエア 12,851

　当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す 小単位に基づき資産
の用途により、事業用資産については主に独立した会計単位である事業所
単位で、資産のグルーピングを行っております。
　事業用資産は、営業活動から生ずるキャッシュ・フローが継続してマイ
ナスとなっている、今後の改善が困難と見込まれる事業所等について、資
産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失
として特別損失に計上しております。
　なお、当該資産の回収可能価額は使用価値を零として測定しております。
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４．連結株主資本等変動計算書に関する注記
（１）当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

普通株式 152,856株
　

（２）当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額等

決 議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効 力 発 生 日

平成23年
２月24日
定時株主
総 会 　

普 通 株 式 利益剰余金 42,633 300.00
平 成 2 2 年
1 1 月 3 0 日

平 成 2 3 年
２ 月 2 5 日

　
② 中間配当金支払額等

決 議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効 力 発 生 日

平成23年
７月７日
取締役会

普 通 株 式 利益剰余金 82,713 600.00
平 成 2 3 年
５ 月 3 1 日

平 成 2 3 年
８ 月 ５ 日

 　
（３）当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

　平成24年２月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に
関する事項を次のとおり提案する予定であります。

決議予定 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効 力 発 生 日

平成24年
２月28日
定時株主
総 会

普 通 株 式 利益剰余金 82,713 600.00
平 成 2 3 年
1 1 月 3 0 日

平 成 2 4 年
２ 月 2 9 日

　
（４）当連結会計年度末日における新株予約権に関する事項 

　権利行使期間の初日が到来している新株予約権がないため、記載を省略
しております。

　
５．金融商品に関する注記

（１）金融商品の状況に関する事項
① 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については預金等の安全性の高い金融資産で
行い、また、資金調達については銀行借入により調達する方針であります。
② 金融商品の内容及びそのリスク　

営業債権である売掛金は、主にオークション売上および国内の取引先に
かかるものであり、顧客の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、業務上の関係を有する未上場企業の株式であり、企業

価値の変動リスクに晒されております。　
敷金・保証金は、主に買取販売店・小売販売店の出店にかかるものであ

り、差入先の信用リスクに晒されております。
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営業債務である買掛金および未払金は、その全てが１年以内の支払期日
であります。　
短期借入金は、主に営業取引にかかる資金調達であり、その全てが連結

子会社である株式会社パーク王の借入によるものであります。
法人税、住民税及び事業税の未払額である未払法人税等は、そのほぼ全

てが２ヶ月以内に納付期限が到来するものであります。　
ファイナンス・リース取引にかかるリース債務は、主に設備投資に必要

な資金調達を目的としたものであります。　
③ 金融商品に係るリスク管理体制
(イ)信用リスクの管理　

当社グループは、「与信管理規程」に従い、取引先ごとの期日管理
および残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を一定期間ご
とに把握し、財務状況等の悪化による回収懸念の早期把握や軽減を図
る体制を構築しております。

(ロ)資金調達に係る流動性リスクの管理
当社グループは、各部署からの報告に基づき財務担当部門が適時に

資金繰計画を作成・更新し担当取締役へ報告することで、流動性リス
クを管理しております。　

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場

合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定にお
いては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用すること
により、当該価額が変動することもあります。

　
（２）金融商品の時価等に関する事項　

　平成23年11月30日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差
額については、次のとおりであります。
※なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に含
めておりません。　

　
連結貸借対照表
計 上 額

（千円）

時　　価
　

（千円）

差　　額
　

（千円）

(1)現金及び預金　 　2,925,073 　2,925,073 　－

(2)売掛金
貸倒引当金(＊)　

　287,994
△2,757

　 　

　 285,236 285,236 　－

(3)敷金・保証金　 　531,243 　457,661 　△73,581

　資産計 3,741,553 　3,667,972 　△73,581

(1)買掛金　 　75,996 　75,996 　－

(2)短期借入金　 　238,000 　238,000 　－

(3)未払金　 　617,500 　617,500 　－

(4)未払法人税等　 　175,780 　175,780 　－

(5)リース債務 　178,260 　175,506 　△2,754

負債計 1,285,537 1,282,782 △2,754

(＊)売掛金に対して計上している貸倒引当金を控除しております。
(注)１． 金融商品の時価の算定方法

資　産
(1)現金及び預金、および(2)売掛金　

これらは短期で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額によっております。



2012/01/30 22:20:19 ／ 11797821_株式会社アイケイコーポレーション_招集通知

連結注記表

－ 24 －

(3)敷金・保証金
これらは、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な

利率で割り引いた現在価値により算定しております。
負　債
(1)買掛金、(2)短期借入金、(3)未払金、および(4)未払法人税等

これらは短期で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額によっております。
(5)リース債務

これらは、元利金の合計額を、新規に同様のリース取引を行った
場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しておりま
す。
　

２． 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 連結貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 265,837

　
　　３． 金銭債権の連結決算日後の償還予定額

　
１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金

売掛金

敷金・保証金　

　2,925,073

287,994

57,932

－

－

30,788

－

－

64,608

－

－

377,913

合　計　 3,271,000 30,788 64,608 377,913

　
　　４． リース債務の連結決算日後の返済予定額

　
１年以内

　
（千円）

１ 年 超
２ 年 以 内
（千円）

２ 年 超
３ 年 以 内
（千円）

３ 年 超
４ 年 以 内
（千円）

４ 年 超
５ 年 以 内
（千円）

５年超
　

（千円）

リース債務 54,770 56,221 38,658 21,678 4,999 1,932

合　計　 54,770 56,221 38,658 21,678 4,999 1,932

　
　

６．賃貸等不動産に関する注記
　賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。　　

　
７．資産除去債務に関する注記　
（１）資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

 ①　当該資産除去債務の概要
　　 当社グループは、中古オートバイ買取事業およびオートバイ小売事業

における店舗等並びにオートバイ駐車場事業における事業地について不
動産賃借契約を締結しており、当該不動産賃借契約における賃借期間終
了時の原状回復義務に関し資産除去債務を計上しております。
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 ②  当該資産除去債務の金額の算定方法
　　 中古オートバイ買取事業およびオートバイ小売事業における店舗等に

ついては、使用見込期間を14年から22年、割引率は1.33％から1.71％を
採用しております。また、オートバイ駐車場事業における事業地につい
ては、使用見込期間を５年から15年、割引率は0.26％から1.42％を採用
しております。

 ③　当連結会計年度における当該資産除去債務の総額の増減

期首残高　　　　　　　　　　　　　　　　188,681　千円

有形固定資産の取得に伴う増加額　　　　　 15,528　千円

時の経過による調整額　　　　　　　　　　　5,913　千円

資産除去債務の履行による減少額　　　　 △10,020　千円

当連結会計年度末残高　　　　　　　　　　200,101　千円
　

（２）資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上していないもの

 該当事項はありません。
　

８．１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 31,764円99銭
１株当たり当期純利益 3,195円99銭

　
９．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。　
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貸借対照表
（平成23年11月30日現在）

　 （単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

商 品

貯 蔵 品

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

未 収 入 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

車 両 運 搬 具

工 具 器 具 備 品

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

商 標 権

電 話 加 入 権

ソ フ ト ウ エ ア

投 資 そ の 他 の 資 産

関 係 会 社 株 式

出 資 金

従業員長期貸付金

関係会社長期貸付金

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

敷 金 ・ 保 証 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

    4,521,848

2,910,711

278,859

996,162

22,784

197,793

53,049

59,868

4,937

△2,320

1,616,858

654,378

448,219

17,785

47,635

50,301

88,390

2,044

149,199

3,181

7,631

138,386

813,280

268,800

230

903

115,000

5,073

46,388

491,644

240

△115,000

流 動 負 債 1,350,656

買 掛 金 75,996

リ ー ス 債 務 9,153

未 払 金 610,389

未 払 費 用 153,842

未 払 法 人 税 等 175,600

未 払 消 費 税 等 160,866

前 受 金 80,189

預 り 金 40,804

店舗閉鎖損失引当金 15,819

商 品 保 証 引 当 金 4,701

資 産 除 去 債 務 17,968

そ の 他 5,323

固 定 負 債 400,968

リ ー ス 債 務 24,782

関係会社損失引当金 229,136

資 産 除 去 債 務 143,802

そ の 他 3,247

負 債 合 計 1,751,624

純 資 産 の 部

株 主 資 本 4,381,957

資 本 金 585,650

資 本 剰 余 金 605,272

資 本 準 備 金 605,272

利 益 剰 余 金 3,586,844

利 益 準 備 金 13,250

その他利益剰余金 3,573,594

別 途 積 立 金 1,230,000

繰越利益剰余金 2,343,594

自 己 株 式 △395,810

新 株 予 約 権 5,124

純 資 産 合 計 4,387,081

資 産 合 計 6,138,706 負 債 ・ 純 資 産 合 計 6,138,706

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

（平成22年12月１日から
平成23年11月30日まで）

 　 （単位：千円）

科　　　　　目 金　　　　 額

売 上 高  23,411,985
売 上 原 価   

商 品 期 首 た な 卸 高 1,058,012     
当 期 商 品 仕 入 高 10,554,710     
商品保証引当金繰入額 4,701     
合 計 11,617,424     
商 品 期 末 た な 卸 高 996,162 10,621,262

売 上 総 利 益  12,790,723
販売費及び一般管理費  11,959,620
営 業 利 益  831,102

営 業 外 収 益   
受 取 利 息 及 び 配 当 金 3,149  
クレジット手数料収入 30,320 　

助 成 金 収 入 31,462 　

受 取 賃 貸 料 1,251  
受 取 保 険 金 5,593  
雑 収 入 19,716 91,494

営 業 外 費 用   
支 払 利 息 1,195 　
支 払 手 数 料 1,866  
為 替 差 損 429 　
雑 損 失 435 3,927

経 常 利 益  918,670
特 別 利 益   

固 定 資 産 売 却 益 　3,485 　
移 転 補 償 金 36,000 39,485

特 別 損 失   
固 定 資 産 除 却 損 11,914  
固 定 資 産 臨 時 償 却 費 48,193 　

固 定 資 産 売 却 損 199 　
減 損 損 失 34,830 　

貸 倒 損 失 4,254 　

関係会社損失引当金繰入額 18,045 　

店舗閉鎖損失引当金繰入額 16,981 　

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 52,891 　
そ の 他 9,066 196,376

税 引 前 当 期 純 利 益  761,779
法人税、住民税及び事業税 157,164  
法 人 税 等 調 整 額 158,128 315,293
当 期 純 利 益  446,486

　　　　　　(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（ 平成22年12月１日から
平成23年11月30日まで ）

 （単位：千円）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
資本剰余金
合　　　計

利益準備金
そ の 他 利 益 剰 余 金

　 別途積立金
繰越利益
剰 余 金

平成22年11月30日残高 585,650 605,272 605,272 13,250 1,230,000 2,022,455

事業年度中の変動額                 　     

剰余金の配当                 　 △125,347

当期純利益                 　 446,486

自己株式の取得　 　 　 　 　 　 　

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純
額）

                　     

事業年度中の変動額合計 ― ― ― ― 　― 321,138

平成23年11月30日残高 585,650 605,272 605,272 13,250 1,230,000 2,343,594

 

株主資本

新 株
予 約 権

純資産合計

利益剰余金

自己株式
株主資本
合 計利益剰余金

合 計

平成22年11月30日残高 3,265,705 △297,591 4,159,037 73 4,159,110

事業年度中の変動額                     

剰余金の配当 △125,347 　 △125,347     △125,347

当期純利益 446,486 　 446,486     446,486

自己株式の取得　 　 △98,218 △98,218 　 △98,218

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純
額）

            5,051 5,051

事業年度中の変動額合計 321,138 △98,218 222,920 5,051 227,971

平成23年11月30日残高 3,586,844 △395,810 4,381,957 5,124 4,387,081

　（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表
　
１．重要な会計方針

(１) 有価証券の評価基準及び評価方法
関係会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。
　

(２) たな卸資産の評価基準及び評価方法
① 商品　　 個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法）を採用しております。

② 貯蔵品　 終仕入原価法による原価法を採用しております。
　

(３) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）
定率法によっております。ただし、建物（建物付属設備は除く）につい

ては定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物(付属設備) ３～22年
構築物 10～20年
車両運搬具 ２～６年
工具器具備品 ２～18年

② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間

（３～５年）に基づく定額法によっております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しておりま
す。
なお、リース取引開始日が平成20年８月31日以前の所有権移転外ファイ

ナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に
準じた会計処理を採用しております。

　
(４) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、
回収不能見込額を計上しております。
　

② 店舗閉鎖損失引当金
　将来の閉鎖が見込まれる物流拠点等について、今後発生する閉鎖に伴う
損失に備えるため、合理的に見込まれる発生見込額を計上しております。
　
（追加情報）
　当事業年度において、今後の退店による中途解約違約金等の発生が新た
に見込まれることとなったため、当該退店関連損失を店舗閉鎖損失引当金
として計上しております。
　これにより、税引前当期純利益は15,819千円減少しております。
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③ 商品保証引当金　
当社が販売した商品のアフターサービスに対する費用支出に備えるため、

過去の実績に基づき発生見込額を計上しております。
　

（追加情報）
  当社は、従来、商品の無償保証期間中の修理費用については、修理作業
等の発生時の費用として計上していましたが、無償修理費用の金額的重要
性が増したこと、および将来の修理費用を合理的に見積もる体制が整備さ
れたことから、当事業年度より、過去の支出実績を基礎として算出した発
生見込額を商品保証引当金として計上しております。
　これにより、売上総利益・営業利益・経常利益及び税引前当期純利益は
それぞれ4,701千円減少しております。
　
④ 関係会社損失引当金
関係会社に対する債務保証等の損失に備えるため、関係会社の財政状態

を勘案し、出資金額等を超えて当社が負担すると見込まれる損失見込額を
計上しております。
　

(５) その他計算書類作成のための重要な事項
消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
　

２．貸借対照表に関する注記
(１) 有形固定資産の減価償却累計額 1,094,306千円

　
(２) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務 

 関係会社に対する短期金銭債権 3,688千円

 関係会社に対する短期金銭債務 21,387千円
　

(３) 債務保証
　当社子会社である株式会社パーク王について、下記の契約に対し債務保証を
行っております。               　　　　　　　　　　　　

（単位：千円）

提　　出　　先 金　　　額 　内　　　容

三 菱 U F J リ ー ス ㈱ 78,671 リース契約にかかる債務保証

㈱ 三 菱 東 京 U F J 銀 行 　168,000 金融機関からの借入にかかる債務保証

㈱ 三 井 住 友 銀 行 　70,000 金融機関からの借入にかかる債務保証

　計 316,671 　―

　なお、株式会社パーク王に対して、上記債務保証等の損失に備えるため、関
係会社損失引当金を229,136千円計上しております。

　
３．損益計算書に関する注記

(１) 関係会社との取引高
営業取引による取引高　
売上高 2,544,179千円

販売費及び一般管理費 38,365千円

営業取引以外の取引による取引高 7,104千円
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(２) 減損損失
　当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上
しております。

用 途 場 所 種 類
減 損 損 失

（千円）

事業用資産　
水戸店他

（5事業地他1式）

リ ー ス 資 産 3,195

建 　 物 　 他 18,782

ソフトウエア 12,851

当社は、キャッシュ・フローを生み出す 小単位に基づき資産の用途によ
り、事業用資産については主に独立した会計単位である事業所単位で、資産
のグルーピングを行っております。

事業用資産は、営業活動から生ずるキャッシュ・フローが継続してマイナ
スとなっている、今後の改善が困難と見込まれる事業所等について、資産グ
ループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として
特別損失に計上しております。
　なお、当該資産の回収可能価額は使用価値を零として測定しております。

　
４．株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類及び株式数に関する事項
普通株式　　15,000株　　
　

５．税効果会計に関する注記

(１) 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生の原因別の内訳

　（繰延税金資産）

①流動の部

たな卸資産評価損 9,800千円

未払事業税 16,727　

未払事業所税 4,734　

店舗閉鎖損失引当金 6,438　

資産除去債務 7,313　

その他 8,683　

　繰延税金資産（流動）小計 53,696　

評価性引当額 △647　

　繰延税金資産（流動）合計 53,049　
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　　　②固定の部
減価償却超過額 17,205千円

繰延資産償却超過額 7,991　

減損損失 55,961　

貸倒引当金 46,805　

関係会社株式評価損 31,462　

関係会社損失引当金　 93,258　

資産除去債務 58,527　

その他 1,493　

　繰延税金資産（固定）小計 312,706　

　評価性引当額 △232,935　

　繰延税金資産（固定）合計 79,771　

繰延税金資産合計 132,820　

　（繰延税金負債）
　　　  固定の部

有形固定資産 △33,382千円

繰延税金負債（固定）合計 △33,382　

繰延税金資産の純額 99,438　
　

(２) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因と
なった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の負担率との間の差異が法定実効税率の

100の５以下であるため注記を省略しております。
　

(３) 決算日後の法人税等の税率の変更
「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等

の一部を改正する法律」（平成23年法律第114号）および「東日本大震災か
らの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措
置法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年
4月1日以降に開始する事業年度から法人税率が変更されることとなりまし
た。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用される法
定実効税率は、従来の40.7％から平成24年12月１日以降に開始する事業年
度より38.0％に、また、平成27年12月１日以降に開始する事業年度より
35.6％に変更されます。
なお、変更後の実効税率を当事業年度末に適用した場合、繰延税金資産

（繰延税金負債の金額を相殺した金額）が1,567千円減少し、法人税等調整
額が同額増加します。　
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６．リースにより使用する固定資産に関する注記
　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・
リース取引
(借主側)

リース取引開始日が平成20年８月31日以前の所有権移転外ファイナンス・
リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計
処理によっており、その内容は次のとおりであります。
（１）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額

相当額及び期末残高相当額

 取得価額相当額
減価償却累計額
相 当 額

減損損失累計額
相 当 額

期末残高相当額

 千円 千円 千円 千円

工具器具備品 113,019 79,713 13,064 20,241

合 計 113,019 79,713 13,064 20,241
　

(２) 未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１　　年　　内 17,538千円

１　　年　　超 12,949千円

合　　　計 30,487千円

リース資産減損勘定の残高 7,310千円
 

(３) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払
利息相当額及び減損損失
支払リース料 28,192千円

リース資産減損勘定の取崩額 7,153千円

減価償却費相当額 18,597千円

支払利息相当額 1,555千円

減損損失　 2,222千円
 

(４) 減価償却費相当額の算定方法
　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっており
ます。

 
(５) 利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息相当額とし、
各期への配分方法については、利息法によっております。
　



2012/01/30 22:20:19 ／ 11797821_株式会社アイケイコーポレーション_招集通知

個別注記表

－ 34 －

７．資産除去債務に関する注記
（１) 資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

①　当該資産除去債務の概要
当社は、中古オートバイ買取事業およびオートバイ小売事業における店

舗等について不動産賃借契約を締結しており、当該不動産賃借契約におけ
る賃借期間終了時の原状回復義務に関し資産除去債務を計上しております。
②　当該資産除去債務の金額の算定方法
中古オートバイ買取事業およびオートバイ小売事業における店舗等につ

いては、使用見込期間を14年から22年、割引率は1.33％から1.71％を採用
しております。
③　当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減

期首残高 151,599千円

有形固定資産の取得に伴う増加額 11,153千円

時の経過による調整額　 5,755千円

資産除去債務の履行による減少額 △6,737千円

当事業年度末残高 161,770千円
　

（２）資産除去債務のうち貸借対照表に計上していないもの

該当事項はありません。
　

８．関連当事者との取引に関する注記
　子会社及び関連会社等　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

種類 会社等の名称

議 決 権
の 所 有
( 被 所 有 )
割 合 ( ％ )

関連当事者との
関 係

取引の内容
取引金額
（注９）

科 目
期 末
残 高

子会社 ㈱ パ ー ク 王

所有

直接

100.0％

債務保証・

資金融資・

業務の受託・

役員の兼務

資金の融資
（注２）

30,000
関 係 会 社
長期貸付金

115,000

利息の受取
 (注２） 1,586 － －

債務保証
（注３）　

316,671 － －

子会社
SIAM IK CO., LTD.

（注１）

所有

直接

48.0％

なし　 債権放棄
（注４）

120,759 － －

関連会社

㈱ジャパンバイクオ

ークション

（注５）

　

所有

直接

30.0％

オークション

取引

オークショ
ンの売上
（注６）

2,544,179 － －

建設協力金
の預託
（注７）

62,259
 
 

建設協力金
（ 注 ８ ） 　61,777

リース資産 　61,740

リース債務
（ 注 ８ ） 　65,099

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．議決権の所有割合は50％未満でありますが、実質的に支配している

ため子会社に含めております。
　　　２．資金の融資については、市場金利を勘案して決定しております。な

お、担保は受け入れておりません。
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　　　また、関係会社長期貸付金に対しては115,000千円の貸倒引当金を計
上しており、当事業年度において30,000千円の貸倒引当金繰入額を計
上しております。　

　　　３．㈱パーク王の金融機関からの借入およびリース取引について、当社
が債務保証を行っております。取引金額については債務保証残高であ
る借入金期末残高238,000千円およびリース債務期末残高78,671千円を
記載しております。また、保証料は受取っておりません。なお、㈱パ
ーク王に対して、上記債務保証等の損失に備えるため、関係会社損失
引当金を229,136千円計上しており、当事業年度において18,045千円の
関係会社損失引当金繰入額を計上しております。

４. 債権放棄については、SIAM IK CO.，LTD.の清算の決定により行った
ものであります。

５．㈱ジャパンバイクオークションは、当事業年度において同社の株式
を取得し、関連当事者に該当することとなったため、関連当事者であ
る期間の取引を記載しております。

６．オークション売上については、㈱ジャパンバイクオークションのオ
ークション規約により、一般会員と同様の取引条件によっております。

７．建設協力金の預託については、国債利回り等を勘案して利率を合理
的に決定しており、返済条件は期間10年、月賦返済としております。

８．建設協力金として預託した金銭から、定期建物賃貸借契約に係る賃
料を相殺する条件としており、建設協力金期末残高およびリース債務
期末残高については貸借対照表上は相殺表示をしております。　

９．取引金額には消費税等を含めておりません。
　

９．１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 31,786円48銭

１株当たり当期純利益 3,230円84銭
　

10．重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。　
　

11．連結配当規制適用会社に関する注記
　該当事項はありません。　
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連結計算書類に係る会計監査報告

 独立監査人の監査報告書  

 平成24年１月13日 

 株式会社アイケイコーポレーション  

 取　締　役　会　御中  

 有限責任監査法人　トーマツ  

 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 御子柴　　　顯 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 武 井 雄 次 
 

 当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、株式会社アイ

ケイコーポレーションの平成２２年１２月１日から平成２３年１１月３０

日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結

損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行

った。この連結計算書類の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は

独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準

に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重

要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。

監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適

用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連

結計算書類の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結

果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当

と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社アイケイコーポレーシ

ョン及び連結子会社から成る企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財

産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと

認める。
　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に

より記載すべき利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

 独立監査人の監査報告書  

 平成24年１月13日 

 株式会社アイケイコーポレーション  

 取　締　役　会　御中  

 有限責任監査法人トーマツ  

 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 御子柴　　　顯 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 武 井 雄 次 
 

 当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、株式会

社アイケイコーポレーションの平成２２年１２月１日から平成２３年１１

月３０日までの第１４期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損

益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書に

ついて監査を行った。この計算書類及びその附属明細書の作成責任は経営

者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から計算書類及びその附属明細

書に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準

に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその

附属明細書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ること

を求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計

方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め

全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することを含んで

いる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を

得たと判断している。

　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において

一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及

びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点に

おいて適正に表示しているものと認める。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に

より記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

 監　査　報　告　書  

 　当監査役会は、平成22年12月1日から平成23年11月30日までの第14期事業年

度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、

審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

　

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実

施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人から
その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、

職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通
を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会そ
の他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況に
ついて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、
本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。
また、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして
会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取
締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制シ
ステム）の状況を監視及び検証いたしました。
なお、金融商品取引法上の財務報告に関する内部統制については、取締

役等及び会計監査人から当該内部統制の評価及び監査の状況について報告
を受け、必要に応じて説明を求めました。子会社については、子会社の取
締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社
から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る
事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。
さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施し

ているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状
況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するた

めの体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する
品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備して
いる旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益

計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並び
に連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動
計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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 ２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

一  　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状

況を正しく示しているものと認めます。

二  　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に

違反する重大な事実は認められません。

三　　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認

めます。また、当該内部統制システムに関する取締役の職務の執行

について、財務報告に係わる内部統制を含め、指摘すべき事項は認

められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人 有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当で

あると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

　会計監査人 有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当で

あると認めます。

　

 

 平成24年１月20日  

 株式会社アイケイコーポレーション　監査役会 

 

 

常 勤 監 査 役 増 渕 洋 吉 

監 査 役 諏 訪 　 浩 

監 査 役 山 口 達 郎 

(注）監査役諏訪　浩及び山口達郎は、会社法第２条第16号及び第335条第３

項に定める社外監査役であります。

 

以　上
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株主総会参考書類
 

第１号議案 第14期剰余金処分の件
 剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

　
期末配当に関する事項
 当社は、財務体質の強化、継続的な企業価値の向上に努め、将来の事業展
開等を勘案のうえ、内部留保および利益配分を決定しております。
内部留保につきましては、従来より進めてまいりました借入金等に大きく

依存しない財務基盤を前提に、業務の一層の効率化・売上の増加を図るため
の新規出店、システム整備および将来の事業強化につながる戦略的投資等、
将来の経営効率を高めるための事業基盤強化の原資に充当してまいります。
配当につきましては、安定的な配当を行なうことを念頭に置きつつ、業績

等を勘案したうえで配当金額を決定してまいります。
第14期の期末配当につきましては、かかる方針をふまえ、当期の業績その

他諸般の事情を勘案いたしまして、以下のとおりとさせていただきたく存じ
ます。
これにより中間配当金１株当たり600円を含めた年間配当金は１株当たり

1,200円となります。　
 (１) 配当財産の種類

 金銭といたします。
 (２) 株主に対する期末財産の割当に関する事項およびその総額

　 当社普通株式1株につき金600円　総額82,713,600円
 (３) 剰余金の配当が効力を生じる日

　 平成24年２月29日
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第２号議案 当社と株式会社パーク王との吸収合併契約承認の件
１．吸収合併を行う理由

　当社グループは、「オートバイライフの総合プランナー」をビジョン
に掲げ、より多くの方々にオートバイの魅力を伝えるとともに、オート
バイ市場の活性化への寄与、リユース・リサイクルを通した社会への貢
献に基づいた事業拡大を目指しております。
　この方針に基づいて、当社グループは、平成18年３月１日に子会社「株
式会社パーク王」を設立し、オートバイ駐車場事業を営んでまいりまし
た。オートバイユーザーの利用環境整備の観点から引き続き重要な事業
であると認識しておりますが、この度、信用力の強化、収益性の向上等
を推し進める目的で、当該子会社を当社に吸収合併いたします。
　なお、本議案は、株式会社パーク王を会社法第795条第２項第１号の規
定に基づき、吸収合併することをご承認いただくものであります。
　　

　２．吸収合併契約の内容の概要
　

合　併　契　約　書(写)
　

　株式会社アイケイコーポレーション(以下「甲｣という)および株式会社
パーク王(以下「乙｣という)は、両社の合併(以下「本件合併｣という)に
関し、以下のとおり合併契約書(以下「本契約｣という)を締結する。
　
第１条　(合併の方法)
　　　甲および乙は、甲を吸収合併存続会社、乙を吸収合併消滅会社と

して吸収合併し、甲は存続し乙は解散する。
　
第２条　(当事者の商号および住所)
　　　合併当事者の商号および住所は、以下のとおりである。
　　　吸収合併存続会社 ：(商号) 株式会社アイケイコーポレーション
　　　　　　　　　 　　　(住所) 東京都渋谷区広尾一丁目１番39号
　　　吸収合併消滅会社 ：(商号) 株式会社パーク王
　　　　　 　　　　　　　(住所) 東京都渋谷区広尾一丁目１番39号
　
第３条　(効力発生日)
　　　本件合併がその効力を生ずる日(以下「効力発生日｣という)は、平

成24年３月１日とする。
　　　ただし、合併手続の進行に応じ必要があるときは、甲および乙は、

協議の上これを変更することができる。
　　　　
第４条　(合併に際して交付する株式)
　　　甲は、乙の全株式を所有するので、本件合併に際し金銭等の対価

の交付は行わない。
　
第５条　(合併により増加する資本金および準備金等)
　　　甲は、前条の定めにより本件合併に際して、金銭等の交付を行わ

ないため、資本金、資本準備金、その他資本剰余金、利益準備金お
よびその他利益剰余金の額を増加しないものとする。
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第６条　(合併の承認)
　　１　甲は、合併契約の承認を得るため、平成24年２月28日に株主総

会を開催し、決議を求めなければならない。
　　２　乙は、会社法第784条第１項の規定に基づき、株主総会の承認を

得ないで合併する。
　　　　
第７条　(会社財産の承継)
　　　甲は、効力発生日において乙の資産・負債およびこれらに付随す

る一切の権利義務を承継する。
　
第８条　(会社財産の管理等)
 　　 甲および乙は、本契約締結後効力発生日に至るまで、善良なる管

理者の注意をもって財産の管理および業務を行うものとする。
　
第９条　(役員)
 　　 本件合併に伴う、甲の取締役および監査役の構成には変更はない

ものとする。
　
第10条　(従業員)
   　 甲は、効力発生日現在の乙の従業員を全て引き継ぐものとする。
　
第11条  (本契約の解除および変更)
  　　本契約締結後効力発生日までの間に、不可抗力その他の事由によ

り、甲または乙の財産または経営状態に重大な変動が生じた場合は、
甲および乙は協議の上、本契約の条件を変更し、または本契約を解
除することができる。

　
第12条　(本契約の効力)
  　　本契約は、甲および乙の取締役会の承認決議を得たときにその効

力を生ずるものとする。
　
第13条　(規定外事項)
　　　本契約書に規定するもののほか、本件合併に関して協議すべき事

項が生じた場合は、甲および乙は協議の上定める。
　
本契約の成立を証するため、契約書２通を作成し、甲乙記名押印の上、
各１通を保有する。
　

平成24年１月12日
　
　　　　　　　　　　　　　(甲) 東京都渋谷区広尾一丁目１番39号
　　　　　　　　　　　　　　　 株式会社アイケイコーポレーション
                             　代表取締役社長　加藤　義博　㊞
　
　　　　　　　　　　　　　(乙) 東京都渋谷区広尾一丁目１番39号
　　　　　　　　　　　　　　　 株式会社パーク王
                         　　　代表取締役社長　大谷　真樹　㊞
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 ３．会社法施行規則第191条に定める事項の内容の概要
(１) 会社法第749条第１項第２号および第３号に掲げる事項についての定

めの相当性に関する事項(会社法施行規則第191条第１号)
　　  当社は、当社が株式会社パーク王の発行済み株式の全てを保有してい

るため、本吸収合併に際して株式会社パーク王の株主に対してその株式
に代わる金銭等の交付はいたしません。

　
(２) 会社法第749条第１項第４号および第５号に掲げる事項についての定

めの相当性に関する事項(会社法施行規則第191条第２号）
　　　株式会社パーク王は新株予約権を発行していないため、該当事項はあ

りません。
　

(３) 株式会社パーク王(吸収合併消滅会社)の 終事業年度に係る計算書類
等の内容(会社法施行規則第191条第３号イ)

　

　株式会社 パーク王　
　 　　　　第６期  事業報告 　

　
(平成22年９月１日から平成22年11月30日まで)　

　
１．株式会社の現況に関する事項
(1) 当事業年度の事業の状況
　当社は、事業年度の末日を８月31日としておりましたが、平成22年11
月22日開催の第５回定時株主総会の決議により、事業年度の末日を11月
30日に変更しております。
　当該変更にともない、決算期変更の経過期間となる当事業年度の期間
は、平成22年９月１日から平成22年11月30日までの３ヶ月となっており
ます。
①　事業の経過およびその成果
　駐車場業界全体においては、「改正道路交通法（平成18年６月）」
の法的規制強化によって、引き続き市場の活性化が見られております
が、それとは対照的にバイク駐車場不足がいっそう顕在化しています。
とくに大型バイクと言われる自動二輪車の駐車場整備は非常に遅れて
いるのが現状です。
　当社はこのような状況のなか、より効率的な事業地開発を進め、首
都圏駅前を中心にバイク駐車場の開発を展開した結果、125車室を新規
に開設するとともに、13車室を閉鎖しており、車室数は1,925車室とな
りました。
　以上の結果、当期の売上高は138,158千円、営業損失は10,747千円、
経常損失は6,663千円、当期純損失は31,297千円となりました。

②　設備投資等の状況
　当事業年度において実施した設備投資の総額は32,031千円で、その
主なものは時間貸駐車場事業地等の設営工事費、駐車場機材代金によ
るものであります。

③　資金調達の状況
　当事業年度において、当社親会社より運転資金として25,000千円の
借入を行っております。
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(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況
①　株式会社の財産及び損益の状況

期　別
　

　
区　分

第３期 第４期 第５期 第６期

自 平成19年９月１日
至 平成20年８月31日

自 平成20年９月１日
至 平成21年８月31日

自 平成21年９月１日
至 平成22年８月31日

自 平成22年９月１日
至 平成22年11月30日

売 上 高 (千円) 216,139 394,368 497,803 138,158

営　業　損　失
( △ )

(千円) △80,253 △24,537 △2,216 △10,747

経常利益又は経常損失
( △ )

(千円) △66,266 △5,689 14,282 △6,663

当 期 純 利 益
又は当期純損失
( △ )

(千円) △113,787 △15,838 6,853 △31,297

１株当たり当期純利益又
は 当 期 純 損 失
( △ )

△71,117円35銭 △9,898円99銭 4,283円43銭 △19,560円80銭

総 資 産 (千円) 73,931 163,886 221,603 268,173

純 資 産 (千円) △255,775 △271,613 △264,793 △296,090

１ 株 当 た り 純 資 産 △159,859円61銭 △169,758円60銭 △165,495円78銭 △185,056円58銭

 
(3) 重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社との関係
　当社の親会社は株式会社アイケイコーポレーションで、同社は当社
の株式を1,600株（出資比率100.0％）保有しております。

②　重要な子会社の状況
　該当事項はありません。

　
(4) 対処すべき課題
　当社は、バイク駐車場事業を長期的なビジネスチャンスと捉えており、
更なる利益確保型の堅実な事業地展開に努め、潜在的な需要を掘り起こ
すとともに、二輪車の利点を活かした四輪自動車駐車場との併設開発や
自動車駐車場としては利用することができない狭小地やデットスペース
等の有効利用を推進してまいります。また、バイク駐車場事業に関して
は勃興期であるため、マーケットの動向を見ながら慎重に業績の拡大を
図り、ビジネスモデルの構築に努めてまいります。
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(5) 主要な事業内容（平成22年11月30日現在）

区 分 売上高（千円） 構成比（％）

時 間 貸 駐 車 場 売 上 高 117,464 85.0

月 極 駐 車 場 売 上 高 15,407 11.2

機 器 販 売 売 上 高 4,302 3.1

保 守 受 託 売 上 高 985 0.7

合 計 138,158 100.0

　
(6) 主要な事業所（平成22年11月30日現在）

名 称 所 在 地

本 社 東京都渋谷区

渋 谷 第 四 道 玄 坂 駐 車 場 東京都渋谷区他158事業所

　
(7) 使用人の状況（平成22年11月30日現在）

従 業 員 数 前 期 末 比 増 減 数

６名 ０名

　
(8) 主要な借入先（平成22年11月30日現在）

借 入 先 借 入 金 残 高

三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 168,000千円

三 井 住 友 銀 行 70,000千円

ア イ ケ イ コ ー ポ レ ー シ ョ ン 85,000千円

合 計 323,000千円
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２．株式会社の現況に関する事項
(1) 株式の状況
①　発行可能株式総数　　　5,000株
②　発行済株式総数　　　　1,600株
③　株主数　　　　　　　　　 １名
④　発行済株式総数の10分の１以上の数の株式を保有する株主

株 主 名
当 社 へ の 出 資 状 況

持 株 数 議 決 権 比 率

株 式 会 社 ア イ ケ イ コ ー ポ レ ー シ ョ ン 1,600株 100.0％

　
(2) その他株式に関する重要な事項
　該当事項はありません。

　
(3) 新株予約権の状況
　該当事項はありません。

　
３．会社役員に関する事項（平成22年11月30日現在）
(1) 取締役および監査役の状況

会社における地位 氏 名 担当及び他の法人等の代表状況等

代 表 取 締 役 社 長 齊 藤 和 之 　

取 締 役 大 谷 真 樹
株式会社アイケイコーポレーション
取締役副社長

取 締 役 山 縣 　 俊
株式会社アイケイコーポレーション
取締役

取 締 役 高 橋 和 孝 営業担当取締役

監 査 役 松 山 和 生 　

　
(2) 取締役および監査役に支払った報酬等の額

取締役２名　　　　　　　3,900千円
　

４．会計監査人の状況
　該当事項はありません。　



2012/01/30 22:20:19 ／ 11797821_株式会社アイケイコーポレーション_招集通知

合併承認議案（Ｂパターン）

－ 47 －

貸借対照表
（平成22年11月30日現在）

　 （単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

商 品

貯 蔵 品

前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 附 属 設 備

構 築 物

車 両 運 搬 具

工 具 器 具 備 品

機 械 及 び 装 置

リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

意 匠 権

投 資 そ の 他 の 資 産

敷 金 ・ 保 証 金

66,152

6,197

11,007

3,213

227

41,766

4,431

△692

202,020

160,214

127

11,336

76

1,258

1,670

145,743

581

456

125

41,224

41,224

流 動 負 債 399,221

買 掛 金 2,352

短 期 借 入 金 323,000

リ ー ス 債 務 36,484

未 払 金 9,513

未 払 費 用 863

未 払 法 人 税 等 45

前 受 金 2,437

預 り 金 157

リース資産減損勘定 20,742

そ の 他 3,625

固 定 負 債 165,042

リ ー ス 債 務 108,303

リース資産減損勘定 5,633

資 産 除 去 債 務 37,081

そ の 他 14,023

負 債 合 計 564,263

純 資 産 の 部

株 主 資 本 △296,090

資 本 金 80,000

利 益 剰 余 金 △376,090

その他利益剰余金 △376,090

  繰越利益剰余金 △376,090

純 資 産 合 計 △296,090

資 産 合 計 268,173 負 債 ・ 純 資 産 合 計 268,173

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

（ 平成22年９月１日から
平成22年11月30日まで ）

  （単位：千円）

科　　　　　目 金　　　　　額

売 上 高 　 138,158

売 上 原 価 　 　

商 品 期 首 た な 卸 高 693 　

当 期 商 品 仕 入 高 3,011 　

合 計 3,705 　

商 品 期 末 た な 卸 高 3,213 　

当期駐車場事業原価 129,925 130,417

売 上 総 利 益 　 7,741

販売費及び一般管理費 　 18,488

営 業 損 失 　 10,747

営 業 外 収 益 　 　

助 成 金 収 入 2,079 　

自 動 販 売 機 収 入 3,864 　

雑 収 入 1,018 6,962

営 業 外 費 用 　 　

支 払 利 息 2,877 2,877

経 常 損 失 　 6,663

特 別 損 失 　 　

減 損 損 失 1,181 　

資産除去債務会計基準
の適用に伴う影響額

15,536 16,718

税 引 前 当 期 純 損 失 　 23,381

法人税、住民税及び事業税 45 　

法 人 税 等 調 整 額 7,870 7,915

当 期 純 損 失 　 31,297

　　　　　　(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。



2012/01/30 22:20:19 ／ 11797821_株式会社アイケイコーポレーション_招集通知

合併承認議案（Ｂパターン）

－ 49 －

株主資本等変動計算書

（ 平成22年９月１日から
平成22年11月30日まで ）

 （単位：千円）

　

株主資本

純資産合計
資本金

利益剰余金

株 主 資 本
合 計

その他利益
剰 余 金

利益剰余金
合 計

繰 越 利 益
剰 余 金

平成22年８月31日現在 80,000 △344,793 △344,793 △264,793 △264,793

事業年度中の変動額                     

新株の発行                     

剰余金の配当                     

当期純損失（△）     △31,297 △31,297 △31,297 △31,297

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
（純額）

                    

事業年度中の変動額合計 ― △31,297 △31,297 △31,297 △31,297

平成22年11月30日現在 80,000 △376,090 △376,090 △296,090 △296,090

　（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表
１．重要な会計方針
(1) 事業年度の末日の変更に関する事項
　当社は、事業年度の末日を８月31日としておりましたが、平成22年11月22
日開催の第５回定時株主総会の決議により、事業年度の末日を11月30日に変
更しております。
　当該変更にともない、決算期変更の経過期間となる当事業年度の期間は、
平成22年９月１日から平成22年11月30日までの３ヶ月となっております。

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
①　商品
　個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく
簿価切下げの方法）を採用しております。

②　貯蔵品
　 終仕入原価法による原価法を採用しております。

(3) 固定資産の減価償却の方法
①　有形固定資産（リース資産を除く）
　定率法によっております。
　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物（付属設備） 10年
構築物 10～15年
車両運搬具 ２年
工具器具備品 ３～10年
機械及び装置 ５年

②　無形固定資産（リース資産を除く）
　定額法によっております。
　なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間
（５年）に基づく定額法によっております。

③　リース資産
　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しておりま
す。
　なお、リース取引開始日が平成20年８月31日以前の所有権移転外ファイ
ナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に
準じた会計処理を採用しております。

(4) 引当金の計上基準
貸倒引当金
　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率
により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、
回収不能見込額を計上しております。

(5) その他計算書類作成のための重要な事項
消費税等の会計処理
　税抜方式によっております。
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２．重要な会計方針の変更
（資産除去債務に関する会計基準の適用）
　当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18
号　平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」
（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用しております。
　これにより、当事業年度の営業損失および経常損失はそれぞれ1,645千円増
加し、税引前当期純損失は17,181千円増加しております。

　
３．貸借対照表に関する注記
(1) 有形固定資産の減価償却累計額 75,114千円
(2) 親会社に対する金銭債務 　

親会社に対する短期金銭債務 3,398千円
　
４．損益計算書に関する注記
(1) 親会社との取引高

営業取引以外の取引による取引高 1,321千円
　
５．株主資本等変動計算書に関する注記

事業年度の末日における発行済株式の総数
発行済株式の総数 1,600株
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監査役の監査報告書

 監　査　報　告　書  

 　私監査役は、平成22年９月１日から平成22年11月30日までの株式会社パー

ク王の第６期事業年度に係る計算書類およびその附属明細書を調査いたしま

した。その方法および結果につき以下の通り報告いたします。

　なお、当会社の監査役は、定款第29条に定めるところにより、監査の範囲

が会計に関するものに限定されているため、事業報告等の監査権限は有して

おりません。　

　

１．監査の方法およびその内容
私監査役は、取締役および当該会社の会計委託先であります株式会社ア

イケイコーポレーション経理財務グループの経理および財務担当使用人等
より会計に関する職務の執行状況を聴取し、必要に応じて説明を求め、会
計に関する重要な決裁書類等を閲覧し、会計帳簿またはこれに類する資料
の調査ならびに期末会計監査および棚卸監査を行い、本社財産の状況を調
査いたしました。これら調査に基づき、当該事業年度に係る計算書類およ
びその附属明細書について検討いたしました。
　

２．監査の結果
計算書類およびその附属明細書は、会社の財産および損益の状況等、す

べての重要な事項において適正に表示しているものと認めます。
　

平成23年１月20日
　　　　　　　　　　　　 　　　株式会社パーク王　

　
　　　　　　　　　　　　　　 　  　　　監査役　松山　和生　　㊞

　
　

以　　上　

 

　
(４) 本吸収合併当事会社において 終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処

分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の
内容(会社法施行規則第191条第３号ハ、第５号イ)

　　該当事項はありません。　
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第３号議案 定款一部変更の件
１．提案の理由
　(１)　当社は平成10年の設立以来、オートバイユーザーの利便性を第一に

サービスの拡充に努めるとともに、市場の活性、リユース・リサイク
ルを通じた社会貢献を目指し、オートバイ買取専門店「バイク王」を
中心に、事業展開を図ってまいりました。

　　　　このたび、これまで培ってきたブランド資産を 大限に活用し、当
社認知度を一層高めることによる企業価値・ブランド価値の向上を目
的として、商号を変更いたしたいと存じます。

　　　　このため、現行定款第１条(商号)について、所要の変更をお願いす
るものであります。なお、当該変更は、平成24年９月１日に効力を発
生するよう、附則第１条にその旨の規定を設けるものであります。

　(２)　第２号議案でご審議いただく株式会社パーク王との吸収合併により、
当社の業容が拡大することに対応するため、第２号議案の承認可決を
条件として、現行定款第２条（目的）に株式会社パーク王の事業目的
を追加するものであります。なお、当該変更は、本件合併の効力発生
日に効力を発生するよう、附則第２条にその旨の規定を設けるもので
あります。　　

　(３)　会社経営を合理的に運営するため、株主総会および取締役会の招集
権者および議長を代表取締役に変更いたしたいと存じます。

　　　　このため、現行定款第12条(招集権者および議長)、第21条(取締役会
の招集権者および議長)について、所要の変更をお願いするものであり
ます。　

　
　２．変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。
　(下線は、変更部分を示します。)

現　行　定　款 変　　更　　案
 

(商号)　
第１条　当会社は、株式会社アイケイコ

ーポレーションと称し、英文で
はＩＫ ＣＯ., ＬＴＤ.と表示す
る。

　
(目的)　
第２条　当会社は、次の事業を営む事を

目的とする。
　 1～9 　 (条文省略)
               (新設)
　
　　   　　　 
　　　　　　　 (新設)
　　　　　　　
　　　　　　　 (新設)　 　　
　　　　　　
　 10　前各号に付帯する一切の業務
　
第３条～第９条 (条文省略)　
　

　
(商号) 
第１条　当会社は、株式会社バイク王＆

カンパニーと称し、英文ではＢ
ＩＫＥ Ｏ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ Ｌ
ｔｄ.と表示する。

 
(目的)　
第２条　当会社は、次の事業を営む事を

目的とする。
　 1～9　 (現行どおり)　
 　10　駐車場装置・駐車設備機器の開

発・製造・販売・レンタルおよ
び機械器具設置工事

　 11  駐車場の運営・管理・保守・施
工および運営・管理の受託

　 12　駐車場の利用者・用地提供者の
募集斡旋

　 13　前各号に付帯する一切の業務
　
第３条～第９条 (現行どおり)
　　

第３章　株　主　総　会
　
第10条～第11条 (条文省略)
　

第３章　株　主　総　会
 
第10条～第11条 (現行どおり)
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現　行　定　款 変　　更　　案

(招集権者および議長)
第12条　株主総会は、法令に別段の定め

ある場合を除き、取締役会の決
議に基づいて、取締役社長がこ
れを招集し、その議長となる。

   ２　 取締役社長に事故があるときは、
取締役会においてあらかじめ定
めた順序に従い、他の取締役が
これに代わる。

　
　
　
　
　
第13条～第16条 (条文省略)
　

第４章　取締役および取締役会
　
第17条～第20条 (条文省略)
　
(取締役会の招集権者および議長)　
第21条　取締役会は、法令に別段の定め

ある場合を除き、取締役社長が
招集し、その議長となる。

   ２ 　取締役社長に事故があるときは、
取締役会においてあらかじめ定
めた順序に従い、他の取締役が
これに代わる。

(招集権者および議長)
第12条　株主総会は、法令に別段の定め

ある場合を除き、取締役会の決
議に基づいて、代表取締役がこ
れを招集し、その議長となる。

   ２　 代表取締役が複数の場合は、取
締役会においてあらかじめ定め
た順序により、先順序の代表取
締役が株主総会を招集し、議長
となる。代表取締役に事故があ
るときは、取締役会においてあ
らかじめ定めた順序に従い、他
の取締役がこれに代わる。

　
第13条～第16条 (現行どおり)
　

第４章　取締役および取締役会
　
第17条～第20条 (現行どおり)
　
(取締役会の招集権者および議長)
第21条　取締役会は、法令に別段の定め

ある場合を除き、代表取締役が
招集し、その議長となる。

   ２　 代表取締役が複数の場合は、取
締役会においてあらかじめ定め
た順序により、先順序の代表取
締役が取締役会を招集し、議長
となる。代表取締役に事故があ
るときは、取締役会においてあ
らかじめ定めた順序に従い、他
の取締役がこれに代わる。

　
第22条～第45条 (条文省略)
 
　

(新設)
　
　
　
　
　

(新設)
　

第22条～第45条 (現行どおり)
　
(附則)
第１条　第１条(商号)の変更は、平成24

年９月１日に効力が生じるもの
とする。なお、本条は、当該効
力の発生をもって、削除するも
のとする。

　
第２条　第２条(目的)の変更は、当会社

と株式会社パーク王との合併の
効力発生を条件として当該合併
の効力発生日(平成24年３月１日
を予定)に効力が生じるものとす
る。なお、本条は、当該効力の
発生をもって、削除するものと
する。
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補欠監査役選任議案

－ 55 －

第４号議案 補欠監査役１名選任の件

監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役１

名の選任をお願いするものであります。

また、この決議の効力は、当該決議後 初に開催される定時株主総会の開始

の時までとし、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り

消すことができるものとさせていただきます。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は次のとおりであります。

氏　　名
（生年月日）

略　　　　　　歴
（重要な兼職の状況）

所有する当

社株式の数

 ひ ぐ ち　い さ お　
樋 口 功 雄

　(昭和17年２月16日)
　

昭和35年３月 ㈱リコー入社
平成元年６月 リコーロジスティック㈱　経理部長
平成14年６月 同社監査役
平成18年６月 ㈱クォリテックトレーディング監査役

（現任）

８株

 (注) １．補欠監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
　　　２．補欠監査役候補者樋口功雄氏は、補欠の社外監査役候補者でありま

す。
　　　３．補欠監査役候補者樋口功雄氏につきましては、これまで培ってきた

豊富な実務ならびに監査役としての経験・知識を、当社監査体制に活
かしていただけるものと判断し、補欠の社外監査役として選任をお願
いするものであります。

     ４．当該議案が原案どおり承認可決され、樋口功雄氏が監査役に就任さ
れた場合には、社外監査役として、当社と樋口功雄氏の間で会社法第
427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限
定する契約を締結する予定であります。但し、当該契約に基づく賠償
責任の限度額は、法令が規定する額といたします。

以上　
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地図

株主総会会場ご案内図
　

会　場：東京都渋谷区渋谷三丁目11番12号

東京自動車サービス健康保険組合会館４階　大講堂

首
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道
路
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谷
線
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・
六
本
木

金王神社

歩道橋

至 目黒
埼京線新南口
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通
り
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メ
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半
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線

東
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至 新宿

明治通り
渋谷警察署

東口
渋
谷
駅 渋

谷
駅

渋谷駅JR渋谷駅

渋
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駅

道玄坂

東急プラザ
京
王
井
の
頭
線

JR山手線・埼京線
埼京線新南口

至 目黒

東急東横線

金王神社

N

東京自動車サービス
健康保険組合会館

青
山
・
六
本
木

並木橋

首
都
高
速
道
路
３
号
渋
谷
線

至 目黒

歩道橋

上島珈琲店上島珈琲店

交通：ＪＲ山手線・埼京線・東京メトロ銀座線・半蔵門線・東急東横線・京王井

の頭線「渋谷」駅東口から徒歩６分　

　

　
※　この招集通知書は、再生紙および環境に

優しい大豆油インキを使用しております。




